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これが震災の誘因

震度６弱以上の地震動が
30年以内に発生する確率
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首都直下地震

南海トラフ巨大地震

2004新潟県中越地震

2016熊本地震

1995兵庫県南部地震
阪神･淡路大震災

2018北海道胆振東部地震
１．繰り返す震度7の大地震

確率論的地震動分布図2020 (2021.3.26)

2023能登半島地震

2



復興が課題となる｢最大震度7｣の６大震災

阪神・淡路 中越 東日本 熊本 北海道 能登半島

本震発生 1995.1.17 2004.10.23 2011.3.11 2016.4.16 2018.9.6 2024.1.1

本震のＭ M７．３ M６．８ M９．０ M７．３ M６．７ M７．６

最大震度 震度７ 震度７ 震度７ 震度７×２ 震度７ 震度７

全壊全焼 １１１,９４１ ３,１８４ １２２,０３９ ８,６６７ ４６９ ６５５＊

火災件数 285件/7100 6件/10？ 330件/？ 15件/1 － 17件/約３００

半 壊 １４４,２７４ １３,８１０ ２８５,１８８ ３４,８３３ １,６６０ ３４２＊

直接死者 ５,５０２ １６ １８,５２４ ５０ ４１ ２０１

関連死者 ９１９ ５２ ３,７９４ ２２６ ２ １４＊

負 傷 者 ４３,７９２ ４,８０５ ６,２４２ ２,８０９ ７８２ ５２６

☆「東北地方太平洋沖地震（総務省消防庁第163報：2023.3.9）」、「東日本大震災における
震災関連死の死者数（復興庁：2023年3月31日）」、「熊本地方を震源とする地震（総務省
消防庁第121報：2019.4.12）」、「北海道胆振東部地震（北海道庁第121報：2022.9.5）」、

「令和６年能登半島地震（総務省消防庁第30報：2024.1.12）＊石川県に不詳不明が多
い。 3



地 域 全半壊 一部損他 死者 負傷者

新潟県 ４１９棟 ２,７４５棟 ー ４８人

富山県 ７２棟 ２,００８棟 ー ４４人

石川県 ４２５棟 １,０５７棟 ２２０人 ８６９人

他６県 ー ５３棟 ー １３人

合 計 ９１６棟 ５,８６３棟 ２２０人 ９７４人

総務省消防庁(33報;1.14.9:00）：石川県（輪島･珠洲等未調査）

面的推定震度分布 正式版
防災科学研究所 2024.1.1 16:11

２．能登半島地震とは
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産業総合研究所
活断層データベース 5



熊本地震を越えて余震回数は最多である
気象庁

1２日間で1350回を超過

令和６年能登半島地震における最大震度別地震発生回数(1.1.16:06〜）
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日 時 災 害 事 象 （１.１〜１.６）

1.1．16:06 地震（最大震度５強：前震：珠洲）

1.1．16:10 地震（最大震度 ７ ：主震：志賀）

1.1．16:10 以降 家屋倒壊・液状化・斜面崩壊(土石流）／地盤隆起（津波発生)

1.1．16:18 地震（最大震度５強：七尾・穴水）

1.1．16.22
大津波警報（石川県能登 ／津波警報に切り替え20:30）

津波警報（山形・新潟・富山・石川加賀・福井・兵庫県北部）

1.1．16:22 以降 津波到達 ： 港湾で船舶被災・河川逆流・市街地浸水

1.1．16:56 地震（最大震度５強：穴水）

1.1．17:22 地震（最大震度５弱：珠洲17:22・珠洲18:03）

1.1．18時頃出火 火災発生（輪島・朝市地区：延焼拡大） ／10市町で17件出火

1.1．18:08 地震（最大震度５弱：珠洲 ／志賀18:40 ／志賀20:35）

1.2．10:00 津波注意報の解除

1.2．10:17 地震（最大震度５弱：穴水 ／志賀17:13 ）

1.3． 2:21 地震（最大震度５弱：珠洲 ／輪島10:54）

1.6. 5:26 地震（最大震度５弱：穴水 ／志賀23:20）

令和６年能登半島地震による被災状況の展開

7



130.3cm

地殻変動（上下）

地殻変動（水平）

202.0cm

原図：防災科学研究所

第３報
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輪島市鹿磯漁港岸壁の隆起量
３．８〜３．９mの隆起

（産業総合研究所・現地調査）

珠洲市長橋
漁港は､隆起
により港内の
海底が陸化
し船溜まりと
岸壁が使用
不能となった

内閣府

能登半島の隆起

3000〜4000年に一度の地殻変動
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輪島：読売新聞・国際航業

氷見：読売新聞・国際航業

能登：読売新聞・国際航業

液状化よるマンホールの抜上がり・家屋の沈み込み
防火壁の剥落

崩壊家屋による道路閉塞 10
10



①

②

③
④

（前震）

（本震）

（余震）
（余震）

海水面

前の海岸線

新しい海岸線

能登半島における群発する地震の震央分布図

震央分布図：気象庁 11



能登半島地震による津波警報と観測値

輪島・珠洲では
４〜５ｍの津波高
になった地区が調
査で目視された。

気象庁気象庁 12



輪島：読売新聞・国際航業

逆断層の上部の先
端にある輪島（半
島北部）では隆起
で、漁港の港内が
隆起し、外洋の磯
場（藻場）も隆起。
隆起が防潮効果を
もたたらし、陸揚げ
の船舶に被災なし。

逆断層の先端
から奥(南側）に
離れている珠
洲も、わずかに
隆起しているが、
直接、海岸から
や、川に逆流し
て堤防を越え、
津波が市街地
を破壊した。

珠洲：読売新聞・国際航業
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輪島：読売新聞・国際航業

輪島：読売新聞・国際航業

輪島：NHKG 輪島：NHKG

輪島：読売新聞・国際航業 14



輪島・朝市通り地区の火災

・出火時間 １月１日１８時頃
(地震約２時間後・出火原因不詳)
・焼失区域面積 約４.８ha
・焼失建物棟数 約３００棟
(強風下ではなかったが延焼拡大)

＜延焼拡大の背景＞
①津波避難情報（１６：１３頃）

で住民が避難していて、
初期消火困難であった。

②液状化で断水、貯水槽濾水
③地盤の隆起で河川水が流失
④裸木造建物（板外壁）の密集
⑤隣棟隙間のプロパンガスボン

ベ、大型灯油タンクの爆発
が火勢を強めた

⑥建物の倒壊や傾斜が隣棟間
隔を狭め、建物が連坦した

⑦被災市街地の道路閉塞で国土地理院

国土地理院
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石川県の被災状況 （上1.14.9:00／下：1.12.14:00(1.11で＊終了/〇調査中)）

市町 世帯数 死者 負傷 小計 全壊 半壊 一部損 住家 計 公共 民間

七尾 ２１,７８０ ５ ３ ８ 多数 多数 多数 ５,２８０ ８２ ５２

輪島 １１,４１０ ８８ ５１ １３４ 多数 多数 多数 多数 多数 多数

珠洲 ５,８６０ ９８ １４５ ２４３ 多数 多数 多数 多数 多数 多数

志賀 ７,８６０ ２ ８０ ８２ ８ １５ ２７ ２,１３８ ー ２１

穴水 ３,５７０ ２０ ２４０ ２６０ ー ー ー １,０００ ー ー

能登 ７, ２４０ ６ ３５ ４１ ３５２ 多数 多数 ３５２ ー ー

他 ４４２,６７０ １ ２３ ２４ ４４ ２９ ８０９ ２,８６６ ５２ ５１

合計 ５００,３８０ ２２０ １,０１５ １,２３５ ６２９ ４４ ８３６ １,１６４７ １３４ １２４

市町 居住人口 避難所 避難者数 停電 断水 応急危険度 危険率

七尾 ４８,４００人 ２８ １,９３４人 １０戸 ２０,４００戸 １,５４６件＊ ４４・１％

輪島 ２３,２００人 １５０ ９,５２４人 ５７００戸 １０,０００戸 １,０１８件〇 ５７・６％

珠洲 １２,６００人 ６７ ５,３１９人 ４４００戸 ４,８００戸 ４３３件〇 ３７・９％

志賀 １８,３００人 １４ ７９８人 通電 ８,８００戸 ９９５件＊ ４１・８％

穴水 ７,４００人 ４５ １,８７６人 ７６０戸 ３,２００戸 ２,８７０件〇 ３９・１％

能登 １５,２００人 ６０ ２,２２１人 １,７００戸 ６,１００戸 ８３８件〇 ３３・８％

他 ９８５,６００人 １９ ７０１人 通電 ２,６９０戸 ５,０２７件〇 １４・３％

合計 １,１１０,６００人 ３８３ ２２,３７３人 １２,６００戸 ５５,９９０戸 １２,７２７件〇 ３１・２％
16



現在の被害状況から読める能登半島地震の被災地の様相

• 激甚な被災地、奥能登“６市町”の１０日目の状況は、
• 全居住世帯：５７,７００世帯に対して、
• 断水：５５,９９０戸（約１/１） ・ 停電：１２,６００戸（約１/４）
• 全居住者：１２５,０００人に対し、避難者２２,３７３人（約１/５）
• 液状化がもたらした「ライフライン被害等で生活困窮」 ①上
水・下水道被災（飲み水・トイレ） ②停電と通信障害 ③道
路網の被害（物流障害）を斜面崩壊とともに助長、 ④建
物倒壊を助長 ⑤断水が火災拡大を助長

• ３０００年に一度の「逆断層活動」の地盤隆起が、磯の漁場と漁港
機能を奪い、液状化とともに市街地の地形地盤の変位によって下
水・河川・農業用水等の管路傾斜等を阻害し、ライフライン機能と
ともに漁業・農業の継続にも影響

• 液状化と隆起で土地境界が移動し、被災地復興の障害にも！
• ２カ月以上の極寒期の生活環境の悪化は、高齢者の関連死を増
やしい、復興への被災者のモチベーションを奪う！

• 能登の強い地域力（繋がり力）の維持は､被災地再建の根本
17



①被災地復興
＊地域の課題を解決するべき被災地を選定し、そ
こに集中的に費用を投じて進める、被災地の復興

（１）市街地（基盤復興）・・・・まち創造

（２）コミュニティ(社会復興)・・近隣再生

②被災者復興
＊全ての被災者（家族）・被災事業所（企業）に公平
公正に支援し、被災者個人の復興

（３）居住者（生活復興）・・・・日常創出

（４）事業者（産業復興）・・・・仕事創生

３．二つの「災害復興」－人と場－

18



被災者復興と被災地復興

被災市街地

生活復興
（住宅再建）

産業復興
（企業再建）

19



災害対応から復興・発展へプロセス

復興に必要な時間 復興プロセス

復興Step 時間長 復興過程 対応活動

１０１ｈ(十) １〜４日間 失見当期 緊急対応

１０２ｈ(百) １〜４週間 避難生活期 避難対応

１０３ｈ(千) １〜６月間 仮住まい期 応急復旧

１０４ｈ(万) １〜６年間 復興期 復旧復興

１０５ｈ（十万） ６〜１０年 発展期 創造復興
20
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要
な
支
援

（もの）
ハード支援

－プッシュ型－
－寄り添い型－
ソフト支援
（ひと）

緊急期
一次
避難

避難期
二次
避難

仮設期
仮住
まい

復興期
住宅
都市

か
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被災者復興の「ひと・もの・かね」と被災地復興

避難
生活

仮住
まい

住宅
都市

ひ
と（
担
い
手
）

自助

(被災者) 仮設
住宅

自宅

共助
(ボランティア) 二次

避難
まち
都市公助

(行政）
一次
避難

支
援

もの 災害救助法

かね 生活再建支援法
22



「被災者復興」は“居住者と事業者”

居住者
復興
(罹災証明)

事業者
復興
(被災証明)

生活（食事・日常）
収入（自営・雇用）
住宅（原地・移転）

施設（原地・移転）
事業（継続・再編）
就労（被災・平常）

被
災
者
復
興

23



「被災地復興」は地域の“空間と社会”

市街地
復興

インフラ
復興

コミュニティ
復興

公共施設

公益施設

街路・公園・上下
水道・河川・海岸

鉄道・電気・ガス・
通信・空港・病院

市街地基盤・再開発・商店街・交通

近隣関係・集会施設・神社・文化財
・祭り

被
災
地
復
興

24



４．能登半島地震２週間目からの「復興プロセス１０」

＜被災者復興の課題＞

• 復興主体の命を守る避難支援は、

• 地域ぐるみで、２次避難から仮住まい
での各被災者の日常生活と地域社
会での生活を確保する。

• 農漁業の復興カレンダーに寄り添っ
て、田植えや漁などの時機を失する
ことなく、被災者の復興を支援する。

• 事業者の迅速な営業再開への支援
も重要。被災者の就業確保でもある。

• ひとつしかない街で、どんな生活をし
ていきたいのか、被災者一人一人の
暮らしや仕事の「復興ビジョン（夢、希
望）を考えてみる支援が必要。

＜被災地復興の課題＞

• 被災地復興の目標･方針の表明。

• 事業手法から考えるのではなく、被災
者の思いの実現を目指す。

• 一人一人が暮らし、仕事する“場”とし
て復興まちづくりへの参加の機会を確
保し、被災者がみんなで「我がまちの
復興ビジョン」を話し合い、夢を共有す
る。「夢の共有が復興の合意」である。

• 高齢者の意向を尊重した住いの確保・
再建（輪島方式の再考）。

• 同時に次世代、次々世代が魅力を感
じ住み働く街を、みんなで考える。

災害からの復興とは、「被災者復興」と「被災地復興」である。
二つ復興は密接不可分で、被災者の「日常生活の再生」「仕事・世帯
収入の確保」「住いの確保・再建」そして､被災者が暮らし、仕事をす
る場である「被災地(コミュニティとまち)の復興」に主体的に取り組む。

25



能登半島地震の「被災者復興の基本方向」の提案

＜被災者復興の基本方向＞

• 避難所の避難者よりも多くの高齢
者が在宅で避難生活をしている。

• 死者の出た６市町＊の避難者は
32,000人（２日）。居住人口145,000
人で、全域が断水し、停電もある。
11日の避難所には22,400人だが、
全避難生活者の命を守る。

• １.５次避難、２次避難、仮設住宅で
も、コミュニティの維持を最優先に、
集団避難・仮居住に取り組む。

• 高齢者の住宅再建には、２００７年
能登半島地震時の「輪島方式」
を！。 敷地を市に寄付し、公有地
化して戸建て木造の公営住宅を建
築し、元の場所の暮らしを継続する。
後日、土地と住まいの買取も可能
とする。

＜被災事業者復興の基本方向＞

• 道路とライフラインの復旧は、居住
者のみならず、事業所の再開・復旧
にも不可欠である。

• 個別事業者の仮営業の再開は、本
来はBCP（事業継続）で、迅速再開
を最優先に寄り添う。

• 農漁業、とくに農業は来春に間に合
わせ、一年間の空白を避ける。

• 物販・飲食は、復興事業による就労
者に間に合わせる取組が重要。

• また、一時的に地域を離れて仮営業
する事業者への寄り添いも重要。

• どこで事業を再建するのかは、被災
地復興の可能性にも関わる。

• 新たな起業支援とともに、地域の雇
用増が被災者支援につながる。

避難期、仮設期は居住者・事業者の意向に寄り添う、公助の支援が不可欠である
が、被災者、被災事業者に先の見通しを「復興方針」として早く示すべきである。
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能登半島地震の「被災地復興の基本方向」の提案

＜広域インフラの強靱化＞

• 能登半島の幹線道路の多重化
ネットワークの形成により、災害時
の物流の確保。山の道と海の道
の３軸ネットワーク形成。

• ライフラインや家屋被害の原因と
なった液状化対策を推進し、市街
地・集落の強靱化を推進。

• 能登半島の隆起による漁業環境・
施設の再編と創造的改造。

• 幹線ネットワークと市街地の液状
化対策によって、災害に強い強靱
な情報ネットワークと環境の構築。

＜復興まちづくりの推進＞

• 浦浦や山間の集落の再生と再編
を、集落単位及び近隣集落間連
携の検討を進め、被災者の意向
を踏まえて取り組む。

• 各市町の中心集落の復興まちづ
くりの主体は居住者と事業者であ
る。どのような街づくりを目指すか
は、主体の決定。

• 輪島の中心市街地は、復興の主
体たる多様な関係者が参加し、
検討し、自らのまちづくりとして決
定する。

被災地復興の主たる課題は、①新たな幹線道路ネットワークの形
成、
②ライフラインの液状化対策と安全確保、③隆起した海岸線と漁業施
設の復興・創生、④各集落の再生・再編の復興村づくり、⑤中心市街
地の修復街づくり、⑥輪島中心市街地の復興まちづくり、である。
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５．東日本大震災の「被災者復興」と「被災地復興」
〜津波被災者の「復興感」・「回復感」調査（中林ら）から〜

●「復興」とは何だろうか？

●公共事業の｢復興｣は、｢復興事業の進捗｣で評価されてきた。

●しかし、「被災者にとっての復興とは何か」

「どのように被災者の復興は進むのか」

●被災前を取り戻す「復旧」に対し、目指す目標を達成するのが「復興」

●でも被災状況も属性も異なる被災者の｢復興｣には｢客観的な目標｣はない

●被災者の「復興目標」とは、被災者の主観的な自己評価なのではないか。

①復興感 ： あなたの生活全般の“望ましい生活”に対して、

現状は何％くらいの復興だと思いますか？

②回復感 ： 震災前に比べ、現在の状況は

何％くらいの回復だと思いますか？
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被災者が想い描いた「復

興目標」に対して、１年ごと
の各々の復興進捗の現状評
価を毎年2,3月に行ってき
た。

左のグラフは、横軸に「一
人一人の復興感」、 縦軸は
回答者の「復興感別の回答
率の累積」である。凹型は復
興感の低い人が多い状況、
凸型は復興感が高まった人
が多い状況である。

東日本大震災における､津波被災者の「復興感」調査から
「被災者復興」の進捗と満足度を“見える化”してみた

復興感の高い人が少ない
＝復興が遅れている
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東日本大震災 津波からの「被災者復興」 とは何か
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東日本大震災：津波被災者の｢復興感｣を規定すること

〜重回帰分析の標準化係数による「復興感を規定する生活事項の回復感」〜

生活項目 ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０２１

日常(食事) ０.２６ ０.２０ ０.１６ ー ０.２４ ー ー ー

買物の便 ー ー ー ー ー ー ー ー

医療状況 ー ー ー ー ー － ー ー

仕事状況 ー ー ー ー ー ー ー ー

家庭収入 ０.２０ ０.２０ ０.１４ ０.１３ ０.２５ ０.３２ ０.１７ ー

近所関係 ー ０.１３ ０.１３ ー ー ー ー ０.１９

子孫生活 ー ー ー ０.２５ ー ー ０.１８ ー

住宅状況 ０.４６ ０.４１ ０.４５ ０.３５ ０.３３ ０.４４ ０.１２ ０.２１

通勤の便 ー ー ー ー ー ー ー ー

外出の便 ー ー ー ー ー ー ０.２４ ー

地域復興 ー ー ー ０.３１ ０.２７ ０.２２ ０.４１ ０.４１

R２（調整済） ０.５１ ０.５６ ０.５９ ０.６２ ０.５８ ０.５４ ０.６６ ０.４４

分析票数１） １７１ １８０ １９０ １７４ １７６ １６９ １８３ ４２２

311) 2012～2018年は継続回答数、2021年は有効回答全数。 変数投入：ステップワイズ法



「被災者復興」の進捗を規定する重要な取組みとは

世帯収入の復興・確保日常生活の回復・創出

未復興
（喪失）

復興済

復興済

未復興
（喪失）
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復興済

未復興
（喪失）

「被災者復興」の進捗を規定する重要な取組みとは

復興済

未復興
（喪失）

市街地・集落の復興
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東日本大震災の「復興感調査｣からみた「復興構造」

①毎日の食生活
②住まいの再建（見通し）
⑤子供や孫の生活

⑩近助や地域のつながり

生活復興

産業復興

社会復興

基盤復興

被災者復興

被災地復興

災害復興

④仕事の状況
⑥家族の収入
⑦買い物の便

③医療の状況
⑧お出かけの便
⑨通勤交通の便
⑪市街地・集落の復興
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• 東日本大震災の津波被災者一人一人の「復興状況」を指標化し

た「復興感」の推移を、福島県新地町、宮城県気仙沼市、岩

手県大船渡市での10年間の定点調査で明らかにした。

• 被災者一人一人の主観的｢復興感｣の進捗には、食生活など

「日常生活の迅速な回復」、生活の糧である「世帯収入・仕

事（事業収入）の迅速な回復｣、その結果「住宅再建・事業所再

建の着実な見通し・実施」が、その場として「市街地の着実

な復興まちづくり」と「コミュニティの再生」が重要になる。

• 災害復興とは「日常生活と仕事、コミュニティを迅速に復旧し、

住宅や都市は着実に復興する」こと ➡ ソフト迅速・ハード着実

• 生活・産業･地域社会の復興支援をケース・マネージメントで、復

興まちづくりの支援がをエリア・マネージメントでの取組が重要

東日本大震災の、津波被災者の「復興感」に学ぶ
“災害復興”とその“復興支援”の基本方向
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（都市･市街
地）

基盤復興

復興の4次元構造-被災者と被災地-

（企業・仕事）
産業の復興

（暮らし･住宅）
生活の復興

（コミュニティ）
社会の復興

（市街地基盤）
都市の復興

災害復興の
四次元構造
●被災者復興
●被災地復興

生活・産業・
社会・都市の
復興バランス
は地域特性
により異なる
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６．東京が取り組んできた「事前復興」
首都だから震災復興に事前の取組が重要

•阪神大震災を４～５倍ほど上回る首都直下地震の被
害に対して、防災都市づくりの推進をしているも、

•被害の軽減は容易ではなく、「首都の復興の遅れ」
は、国内のみならず、外国までさまざまに波及し、経
済的な間接被害を拡大させるだろう。

•発災直後から始まる都市復興の取組みには“事前の
準備が不可欠”が、阪神･淡路大震災の教訓。

•首都東京を、阪神大震災復興と同じタイムテーブルで
復興していくには“迅速な地域協働復興”が重要。

•かつ、「震災復興」は、災害対応期から被災者復興と
ともに被災地復興の、総合的な復興の取組みが必
要。 37



都心南部・多摩東部の地震被害想定(2022)
（冬・18時・風速8m 全壊後に焼失する*6,502棟、**3,017棟の重複分を含む）

被 害 項 目 都心南部地震 多摩東部地震

人
的
被
害

死 者 人 ６,１４８ ４,９８６

原
因

揺れ 人 ３,６６６ ３,７１８

火災 人 ２,４８２ １,９１８

負傷者 人 ９３,４３５ ８１,６０９

物
的
被
害

建物被害 棟 *１９４,４３１ **１６１,５１６

原
因

全壊 棟 ８２,１９９ ７０,１０８

焼失 棟 １１８,７３４ ９４,４２５

避難所避難者 人 ２,９９０,０００ １,５１０,０００
38



火災焼失
１１８,７００棟

39

都心南部地震
（冬18時 風速8ｍ/s）

全壊棟数
８２,２００棟

焼失・全壊棟数

39



都心南部地震の市街地火災イメージ

炎上出火 ６２３件 １火点の
平均棟数

１９１棟/点
（３ha/点）焼失棟数 １１８７３４棟

焼失面積 ２,０００ha 木密密度 ５０〜７０棟/ha

焼失区域
面積規模
のイメージ

(阪神・淡路大
震災の火災状
況から推計)

１〜９ｈａ
（１〜５００棟）

５５３地区 ４５０ｈａ

１０〜１９ｈａ
(５００〜１２００棟）

４０地区 ６５０ｈａ

２０〜２９ｈａ
(１２００〜１８００棟)

２５地区 ６５０ｈａ

３０ｈａ〜
（１８００棟〜）

５地区 ２５０ｈａ

合 計 ６２３地区 ２,０００ha
40



首都直下地震に備える事前復興対策
～東京都の五段階の事前復興対策の取り組み～

（１）どのような復興を目指すのか

復興デザイン・ビジョン論：復興目標像づくり

「震災復興グランドデザイン（復興計画論）」

（２）どのように復興計画を策定するのか

計画・事業ガイドライン論：復興計画・政策づくり

「震災復興マニュアル（復興施策編）」

（３）どのように復興を進めるか

復興プロセス・運営論：復興プロセス管理

「震災復興マニュアル（復興プロセス編）」

（４）どのように継続するか

復興まちづくり訓練論：復興訓練からの新しい防災の発想

「都市復興図上訓練・復興まちづくり訓練・事前実施論」

災害復興まちづくり訓練と復興まちづくりの事前実施

（５）どのように事前に実践するか

復興まちづくり事前準備から復興まちづくりの事前実践へ

「地籍調査・復興を目指す防災まちづくり推進・事前移転・・・」
41



（１）東京都：震災復興グランドデザイン(2001)
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「都市復興の理念、目標及び基本方針」の改定（2019）

「都市づくりグランドデザイン」に都市復興ビジョンを位置づけ（2018）

43

（一般公開）
東京都ＨＰ



⇒ どのように復興計画を策定するか

＜構成＞

１．復興体制の構築

２．都市の復興

３．住宅の復興

４．くらしの復興

５．産業の復興

＜都市復興のポイント＞

・阪神大震災と同じスケジュール（スピード）で、

東日本大震災や阪神･淡路大震災よりもはる

かに大規模な被害から、どう復興するか。

・災害直後から始める｢復興｣の取り組みを、

・都民や民間事業者とともに「地域協働復興」で

44

（２）「震災復興マニュアル（復興施策編）」

●東京都は区市町村向けに「区市町村・震災
復興標準マニュアル」を策定し支援した。

＜都市復興マニュアル＞では、

◎計画基準と計画事業の枠組み

◎被害状況、基盤整備状況、地域特性など、

復興計画の区域区分や事業区分。



序章
１節 マニュアルの対象
２節 マニュアルの管理
３節 復興施策の基本視点

「自立・共助と公助」
「政策の優先順位」
「都民との協働・連携」
「公平性」
「東京の特殊性」
「事前準備と包括的パッ
ケージの提示」

４節 地域協働復興の推進

第２章 復興体制
１節 震災復興本部の設置
２節 被害･復興状況の把握
３節 震災復興計画の策定
４節 財政方針の策定等

・・・・復興基金
５節 人的資源の確保

・・・配置/派遣/支援
６節 用地の確保

・・・空地の事前調整
７節 がれき等の処理
８節 広報・相談体制
９節 学校教育・・避難所等

10節 文化・社会生活
11節 外国人への支援
12節 ボランティア等の市民

の支援活動
13節 消費生活・・・・

物資・物価の安定

第３章 都市の復興
１節 目的等
２節 都市復興のプロセス
３節 行動プログラム
・家屋被害概況調査
・家屋被害状況調査
・都市復興基本方針
・第一次建築制限
・時限的市街地
・復興対象地区
・都市復興基本計画:骨子案
・時限的市街地
・復興対象地区
・都市復興基本計画:骨子案
・第二次建築制限

・復興まちづくり計画等
・都市復興基本計画
・復興都市計画事業

第４章 住宅の復興
１節 住宅復興計画の策定
２節 応急的な住宅の整備
３節 自力再建への支援
４節 公的住宅の供給
５節 安全･快適･福祉の

まちづくり

第６章 産業の復興
１節 産業復興方針の策定
２節 中小企業施策

・・・仮設事業所・物流確保
３節 観光施策

・・・都市イメージの回復
４節 農林水産業施策
５節 雇用・就業施策

・・・離職者支援・再就職斡
旋・雇用の確保・・・

６節 相談・指導体制の整備

第５章 くらしの復興
１節 医療
２節 福祉

・・・地域福祉と生活支援
３節 保健

・・・保健と生活環境整備
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＜プロセス＞：計画合意から事業を実施していくプロセス

◎東京都は、「地域協働復興」を理念に、「復興まちづく
り地域協議会」を立ち上げ、計画づくりのみならず、そ
の後の事業推進も、地域と協働で推進するとしている。

◎どう復興協議会を立ち上げるか。

◎とくに被災地復興としての復興まち

づくりでは、全体（広域ビジョン）

を議論するには連合自治会的広がり

で説明会を、地域協議会は事業区域

に合わせて地域復興組織づくりする。

◎事前の復興まちづくり訓練とは、地

域住民とともに、プロセスの思考し

てみる訓練である。

（３） 震災復興マニュアル(復興プロセス編)

46（一般公開） 東京都ＨＰ



震災復興マニュアル
（復興プロセス編）

第１章 序章

＜基本目標＞

協働と連携による「安全：安心なまち」
「賑わいのある首都東京」の再携

＜５つの視点＞

①自助・共助に基づく住民車体の復
興と公助による支援

②被災者の状況に応じた多様な復興
プロセスへの対応

③本格復興までの時限的な生活の場
の確保

④平時からの地域づくり活動の支援

⑤生活再建、都市づくり及び経済再建
の連携による総合的な地域づくり

＜５つの方針＞
①地域復興の課題、将来の市街

地像や地域づくりの進め方につ
いて、地域の皆さんが速やかに
協議を進められるように支援し
ます。

②地域の様々な課題にきめ細かく
対応するために、NPO、ボラン
ティア、専門家、企業などによ
る支援体制を整備します。

③被災時に住んでいた地域にい
ち早く戻り、地域の皆さんが地
域の将来像をじっくりと話し合う
ために、時限的市街地など時
限的な生活の場づくりを応援し
ます。

④被災者の状況に応じた、多様な
施策を用意し、避難生活期から
本格復興までの連続的な復興
を推進します。

⑤多様な事業主体や手法により
居住を確保します。
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第２章 復興の全体像

①被災者個人による復興と
行政主導の復興

②地域力を活かして進める
「地域協働復興」

③地域復興協議会への支援

④時限的市街地（仮設市街
地）づくりのプロセス

・応急的な住宅の供給と確保
（自力仮設・事業仮設・一時提供

住宅）
・地域復興協議会との連携

＜産業復興＞
・産業復興方針の策定
・中小企業・観光・農水産業施策
・雇用・就業確保の取り組み

＜くらしの復興＞
・保健医療・福祉・文化/社会教

育・消費生活分野の対応と支援
・ボランティア活動との連携支援

48

第３章 地域力を活かした

分野別の復興プロセス

＜都市復興のプロセス＞

・震災復興グランドデザイン

・地域復興協議会

・都市復興対象地区の指定

・「協働復興区」の認定

＜住宅復興のプロセス＞
・使用可能住宅への対応

４章 「地域協働復興」の推進へ

①東京都の総合的な取り組み

②区市町村との役割分担･連携

③都民、NPOとの連携

④広域的な取り組みと国への提案
（復興法制度・財源）
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（４）復興訓練で人材育成：世界最先端の取り組み

①東京都主導で区市町村職員の「都市復興訓練」（１９９８年〜）

＊都作成の「区市標準マニュアル」で区市職員の実践的訓練

＊「地域協働復興」による都市復興の理念と初動期対応。

＊都市整備局主導で1998年度から毎年開催（2001年〜区市職員対象に実施）

＊第25回(2022)は、板橋区船渡・赤塚地区で地震と水害の｢複眼的復興まちづくり訓練｣

＊第26回（2023)は、参加区市が「検討対象地区」を各自で設定してオンラインで実施。

②都主導で都職員の「広域都市復興訓練」（2015年〜）

③都主導で区市職員の「復興まちづくり訓練実務者研修」（ 2015年〜 ）

④区市主導で「復興まちづくり訓練」 （2003年〜 ）

＊復興まちづくりプロセスの地域社会との共有化

＊１６区１市の約８０地区で「復興まちづくり訓練」を実践し、

区市の震災復興マニュアル・復興推進条例づくりのきっかけに展開。

⑤区市の「復興マニュアル・復興ビジョン・復興推進条例」づくり（201７.3現在）

＊２１区４市で都市マニュアル策定の取り組み

＊５区２市で都市計画マスタープランに復興まちづくり方針を記載

＊１８区５市で復興推進条例の事前制定の取組み 50



① 「都市復興訓練」とは

★都が区市職員を対象に、とくに都市復興を中心に、

『震災復興マニュアル（施策編）』について、

行政としての復興対策の取り組み訓練を行う。

★おもに都市復興の中心となる都市整備部局と災害対策部
局の職員が参加。

＜都市復興図上訓練での主な項目とプログラム＞

①モデル地区での街歩きと、街区単位被害調査訓練

②被害想定に基づく８４条制限区域設定訓練

③復興地区（重点・促進・誘導地区）区分

④地区まちづくり方針及び計画の作成訓練

④‘時限的市街地（仮設市街地）づくりの検討

⑤都市復興基本計画（骨子案）の作成訓練

⑥訓練成果発表会：復興計画説明会での説明訓練
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都市復興図上訓練
（写真：東尾久地区を事例地区としての訓練：２０１８）
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② 復興まちづくり訓練
〜震災後の復興プロセスに即して思考訓練～

第２回

街に留まって、
復興に取り組
むための時
限的市街地
を考える

第３回

○○の街の
復興まちづ
くり計画を、
みんなで考
える。

第４回

○○の街の
復興まちづく
りの進め方を
考える

第１回

○○の街の
地震被害を
イメージし
課題を話し
合う

○
○
地
区
の

復
興
ま
ち
づ
く
り
訓
練
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③ 葛飾区「都市計画マスタープラン2023」に
記載している“復興まちづくり方針”
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2004年以来、葛飾区で継続している
「復興まちづくり訓練」

R5 高砂地区

56



地域危険度を踏まえた復興まちづくり方針 都市基盤（広場・道路）復興まちづくり方針
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大規模水害からの復興まちづくり方針
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地震にも水害にも備える「複眼的復興」
への「事前復興」の取り組み

• 複眼的防災まちづくりで長期的に目指すのは、被
災後の復興目標を事前に取り組む『実践する｢事
前復興｣』である。

• その実現が、究極の「防災都市」となる。

• そのため（実践する事前復興）のための、計画論、
事業論、地域論の構築が必要になっている。

• 水害頻発で、自治体を超えたリスク分散と安全確
保で命を守る『流域治水』を踏まえて、揺れやすく
液状化する洪水想定区域では地震からも命を守
る“複眼的防災”の発想で、と取り組みの制度化を
推進すべきである。
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東京都震災復興グランドデザイン(2001)

安心安全な市街地
としての再生

被
災
を
繰
り
返
さ
な
い
、
環
境
と
共
生
し
た
国
際
都
市

緑の環状市街地
の構築

親水河川の再生

国際ビジネスセンター
の拡充

安全な地盤の構築

基幹交通ネットワーク
の形成

都市のバックアップ公園
の新設拡充

目標 理念 戦略プロジェクト 内 容

復興土地区画整理事業・
・再開発事業・地区計画等

ガレキでスーパー堤防・
土地区画整理事業

水と緑のネットワーク・
街路樹や歩道空地整備

ライフスポットの防災公園
の新設・既存公園の整備

河川緑地の再整備・
清流復活・緩傾斜堤防等

安全なＩＴ都市と
都心居住の推進

主要幹線道路・駅前広場
高速道路ネットワークと

地下化･連続立体交差整備

共助､連携の
都市づくり

国際文化都市
の整備

環境共生都市
の創造

安全都市
の構築
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スーパー堤防プロジェクト
親水河川プロジェクト
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仮住まい確保と復興まちづくり：時限的市街地
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準備する「事前復興(復興ビジョン・マニュアル)」から
実践する「事前復興(地籍調査・防災まちづくり)」へ
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６．100年前の東京の災害復興と
これからの東京の事前復興

•次の関東大震災までに、複数回の直下地震が
繰り返されるとする｢首都圏｣

•繰り返される直下地震からの｢復興]は、次の
関東大震災への備えでなければならない。

•首都圏としての都県を越えた｢首都圏復興計
画｣を、被害想定に基づいて検討しておくべき

•その｢首都圏復興計画｣こそが、事前復興でも
あり、今からめざすべき首都圏整備の方向で
ある。
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（１）内務大臣後藤新平と帝都復興事業

後藤新平＜復興之儀＞

• 遷都すべからず

• 復興費用は３０億円を要す

• 欧米の最新の都市計画を採
用して、我が国に相応しい新
都を造営せざるべからず

• 新都市計画実施のために、
地主に対し断固たる態度をと
らざるべからず

1918年内務大臣後藤新平、内務省に都市計画課設置。1919年都市計画法立法。1920年
後藤新平が東京市長に。 1921年｢東京市政刷新要綱(八億円計画)｣。1922年東京市政調
査会（会長:後藤)。1923年4月東京市長辞任。9月1日大震災。2日内務大臣、復興之儀。 65
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復興した東京都心（併合祈念大東京写真帳1932）

日劇（丸いビル）、朝日新聞と数寄屋橋、左手が皇居前広場）
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（２）東京の事前復興のこれから

• 「首都の事前復興計画」は待ったなし

• 国は「外交」「経済」「防衛」に専念し、政府機能の継
続を推進すべし。

• 東京都は、神奈川県・埼玉県･神奈川県と連携して
「広域復興」「首都圏復興」に取り組むべし。

• 市区町村は、「地域の復興」と「被災者の復興｣に取
り組むべし。

★そのために、国も、都県も、市区町村も、復興への
準備に取り組むこと。

★「大規模地震復興法」では、政府は迅速に「復興
基本方針」を、東京都は「復興方針」を、区市町
村は「復興計画」を策定するとしている。
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大規模災害復興法
(2013.6.21）の概要

１ 復興に関する組織等

● 復興対策本部の設置

内閣総理大臣は、大規模災害が発
生し、復興を推進する必要があるとき
は、内閣府に復興対策本部を設置。

● 復興基本方針の策定

政府は、復興のための施策に関す
る基本方針を定め、公表する。

２ 復興方針・復興計画の作成等

● 大規模災害を受けた都道府県
が、復興基本方針に即して、復興方針
を定めることができる。

● 大規模災害を受けた市町村が、土
地利用の再編などによる円滑かつ迅
速な復興を図るため、政府の復興基
本方針等に即して、復興計画を作成
できる。

３ 復興計画等における特別の措置

● 復興計画に関する協議会を設けて協
議等を経て、復興計画を公表することで、土
地利用基本計画の変更等をワンストップで処
理できるものとする。

● 復興計画に記載された復興整備事業につ
いて､許認可等を緩和する特例を設ける

● 復興の拠点となる市街地を整備するため、
一団地の復興拠点市街地形成施設に関する
都市計画を設ける。

●市町村等からの要請により、都道府県等が
都市計画の決定等を代行できるものとする。
等

４ 災害復旧事業に係る工事の国等の代行

● 被災した地方公共団体を補完するため、
要請に基づいて、漁港、道路、海岸保全施設、
河川等の災害復旧事業を国等が代行できる。

５ その他

● 国は、大規模災害が発生し、特別の必要
があるときは、復興のための財政上の措置等
を速やかに講ずるものとする。等
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区市町村は｢事前復興｣に取り組み、
「事前復興の都市・まちづくり」の推進を

•阪神大震災や東日本大震災を遙かに上回る首都直下
地震の被害が出てからの復興では遅い。

•迅速に首都東京を復興していくには、復興対策も犠牲者
が出てからではなく、事前の準備と実践を！

•第一に、発災直後から始まる都市復興の迅速化に
は、事前の準備が不可欠。まずは「マニュアル」を

•第二に、合意の形成とは「復興で目指す地域像の共有」で
ある。区市町村の都市計画マスタープランに「復興グランド
デザイン」を！

•都市復興の課題が山積する木造密集市街地では、
「復興まちづくり訓練」を通して、復興まちづくり
の「地区計画の事前策定」や「地籍調査の事前実
施」を
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首都直下地震に備える復興主体の取組を
－政府と首都圏自治体の事前復興を－

①首都圏（9都県市）：東京都「事前復興」に取
り組んできたが、首都圏復興としての広域復
興の主体は誰か。どんな復興を目指すのか？

②政府：復興法では首都直下地震後にも、南
海トラフ地震後にも、政府はいち早く「復興方
針」を出すことになっている。首都直下地震や
南海トラフ地震からの 「復興基本方針」の事
前準備として、被災後に目指す「国土の復興
ビジョン」を持っているのであろうか？
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②

地
域
の
水
準

T０

現在
T１

地震発生
T３

復興計画による
復興の迅速化

T２

当初復興事業完了時

①-2 間接被害

⑤復興計画・復興プログラムづくり

⑥復興プロセス（進め方）づくり

④復興ビジョンづくり

①
-
2

直
接

被
害

事前の直接被害の軽減 ＆
復興準備による間接被害の軽減

地
震

創造的復興
のための

事前復興対策
④⑤⑥

①被害想定

②防災まちづくりの実践

⑦復興想定

③災害対応対策の実践

被害想定に基づいて、防災まちづくりを実践し、災害対応、復興対策を準備しておくと、
直接被害とともに間接被害も軽減することが期待できる。
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一極集中型国土の改造には
政府の「実践する事前復興」が不可決

•先に「首都直下地震」が発生し、その災害
復興での「首都機能移転」は、ありえない。

•先に「南海トラフ地震」が発生し、その復興
では、関西・東海での被災地復興において
「首都機能移転先」の整備が可能である。

•首都機能の移転は、政府の事前復興方針
としての「南海トラフ地震復興ビジョン」の国
民との対話を通してのみ、可能となろう。
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都民・企業も事前復興の発想と取組みを

① 都民が、今日からできる事前復興がある。

「地震保険」への加入。 被災するまでは、その

掛け金はどこかの被災者への義援金。

②自宅の耐震化は事前復興。災害復興が不要に。

③企業は、BCP（事業継続計画）の取り組みが、

事前復興の第一歩。しかし、BCPは“現状の維持”

で、いわば「現状維持型BCP」である。

④企業が新たな展開を目指すのなら、それが

“復興ビジョン”である。

⑤企業も、BCPの実践とともに、新たな事業展開を

“復興ビジョン”として「事前復興型BCP」の検討を！
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「想像による事前復興の推進が、
復興不要の東京を創造する」

「課題解決型防災まちづくり」から
「目標達成型復興まちづくり」の思考を

「超高齢社会」と「人口減少土地余り社会」
での復興は未経験。新たな発想が不可欠。

二つの「そうぞう力」で事前復興を！
それは、｢想像力｣ と ｢創造力｣
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ご静聴ありがとうございました。中林一樹


